
   特定優良賃貸住宅施設整備費補助金交付要綱 

（総則） 

第１条 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成５年法律第52号。

以下「法」という。）第12条に規定する特定優良賃貸住宅の建設に要する費

用の補助については、補助金等交付規則（昭和47年横須賀市規則第33号。以

下「規則」という。）に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところに

よる。 

（補助対象） 

第２条 補助の対象となる施設は、法第３条の規定により市長が認定した計画 

 に基づき建設される特定優良賃貸住宅で、その対象経費は、当該特定優良賃 

 貸住宅の建設に係る共同施設等（通路、駐車場、集会場、階段、エレベータ 

 ー、機械室、管理事務所、避難設備、消火設備、避雷設備等）及び定住関連 

 施設（給水施設、排水処理施設、幼児遊園等）の整備に要する費用とする。 

（補助金額） 

第３条 補助金の額は、予算の範囲内において、次の各号の区分に応じ、当該

各号に定める方法により算出した額とする。 

 (１ ) 共同施設等整備費 共同施設等整備に要する費用の合計額の３分の２以 

  内の額 

 (２ ) 定住関連施設整備費 定住関連施設整備に要する費用の合計額の３分の 

１以内の額 

２ 前項の規定により算出した額に 1,000円未満の端数があるときは、これを

切り捨てる。 

（交付申請） 

第４条 規則第４条第３号に規定するその他参考となる書類は、特定優良賃貸 

 住宅の建設工事の補助対象額の総額及び完了予定時期等が記載されている特 

 定優良賃貸住宅全体設計書（当該建設工事の実施が複数会計年度にわたる場 

 合に限る。）とする。 

（実績報告） 

第５条 規則第10条に規定する市長の定める書類は、次に掲げるものとする。 

 (１ ) 歳入歳出決算書 

 (２ ) 補助対象となった施設等の写真 

（補助金の交付） 

第６条 市長は、補助事業者が規則第10条の規定により実績報告書を提出した

ときは、完了検査を行い、適正であることを確認し、補助事業者にその旨を



特定優良賃貸住宅設備費補助金額確定通知書により通知するものとする。 

（財産処分の制限） 

第７条 規則第15条ただし書の規定による市長が定める期間は、特定優良賃貸

住宅として管理を開始した日から20年を経過した日までとする。ただし、災

害等により市長が認めたときは、この限りでない。 

（届出） 

第８条 補助事業者は、補助対象となった施設が前条に規定する期間中に滅失

し、又は使用目的を損なう程度の損傷を受けたときは、速やかに市長に届け

出なければならない。 

（その他の事項） 

第９条 この要綱の施行について必要な事項は、都市部長が定める。 

   附  則  

 この要綱は、平成16年４月１日から施行する。 


